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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

　エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を特に受けて
いる世帯に対する生活支援として、令和７年度住民税非
課税世帯等に対し、物価高騰対応重点支援給付金（以下「給
付金」）を支給します。

■給付額　1 世帯あたり１万円
　※受給者は給付対象者が属する世帯主となります。
　※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからな
　　る世帯は対象となりません。

給付金コールセンター 　0120-543-217問問

■対象者
　世帯全員の令和７年度分の住民税が「非課税の世帯」
　または「均等割のみ課税である世帯（均等割のみ課
　税者と非課税者の世帯を含む）」
　※令和７年 12 月 22 日時点における
■申請手続き
　①令和６年度物価高騰対応重点支援給付金を本市か
　　ら口座振込により支給を受けられた方
　　　→申請は不要です。振り込みの案内文を２月下旬
　　　　に発送しました（支給は３月中旬予定）。
　②①以外の方
　　　→３月上旬に送付予定の「確認書」に必要事項を
　　　　記入の上、返信用封筒にて６月 30 日（火）
　　　　までに返信してください。（支給は随時）

物価高騰対応重点支援給付金 る
と
と
も
に
、
レ
ベ
ル
４
相
当
の
情
報

と
し
て
危
険
警
報
を
新
設
。

・情
報
名
称
そ
の
も
の
に
レ
ベ
ル
の
数
字

を
つ
け
て
発
表
。（
例
…
レ

ベ
ル
４
大
雨
危
険
警
報
等
）

詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

問問 

防
災
危
機
管
理
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
２
３

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
ア
パ
ー
ト
の
入
居
・
退
去
時
の
注
意
点
】

　
賃
貸
借
契
約
で
、
退
去
時
に
原
状
回
復

費
用
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
が
あ
り

ま
す
。

　
入
居
時
に
、
契
約
書
類
や
重
要
事
項
の

説
明
を
よ
く
確
認
し
、
傷
や
色
あ
せ
な
ど

が
あ
れ
ば
写
真
を
撮
る
な
ど
し
て
、
退
去

時
ま
で
保
存
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
退
去

時
は
立
ち
会
い
、
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、

必
ず
明
細
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

入
居
時
に
、
電
気
・
電
話
回
線
・
テ
レ
ビ

視
聴
・
新
聞
等
の
契
約
を
す
る
際
は
、
慎

重
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
入
居
・
退
去
の
こ
と
で
困
っ
た
ら
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問問 
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
７
１
７
１

狂
犬
病
予
防
注
射
の
実
施

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
に
は
、
狂
犬
病

予
防
法
に
よ
り
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防

注
射
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
本
市
で
は
手
軽
に
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
４
月
に

巡
回
実
施
し
ま
す
。
犬
の
登
録
が
あ
る

飼
い
主
の
方
へ
、
３
月
中
旬
に
「
狂
犬

病
予
防
注
射（
巡
回
実
施
）の
お
知
ら
せ
」

と
問
診
票
、
日
程
表
を
封
書
で

送
付
し
ま
す
。
詳
細
は
下
の
二

次
元
コ
ー
ド
参
照
。

▼
期
間　

４
月
６
日
（
月
）
～
20
日
（
月
）

▼
料
金　

注
射
料
金
３
０
５
０
円
、
未
登
録

の
犬
は
別
途
登
録
手
数
料
３
０
０
０
円

▼
注
意
事
項

・犬
の
体
調
が
悪
い
場
合
や
、
噛
む
恐
れ
が

あ
る
場
合
は
、
注
射
を
お
断
り
し
ま
す
。

・
巡
回
実
施
当
日
は
大
変
混
み
合
う
た
め
、

動
物
病
院
で
の
注
射
も
ご
検
討
く
だ
さ

い
。
料
金
は
各
病
院
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問問 

環
境
衛
生
課
衛
生
調
整
担
当
☎
０
８
３

‐
９
３
４
‐
２
６
９
０
、
南
部
衛
生
担

当
☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
８
１
３
６

ハ
チ
の
営
巣
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

　
自
宅
の
敷
地
内
に
ス
ズ
メ
バ
チ
が
巣
を

作
る
と
、
刺
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
だ
け
で

な
く
、
除
去
費
用
が
か
か
り
予
期
せ
ぬ
出

費
に
つ
な
が
り
ま
す
。
身
の
回
り
に
あ
る

道
具
を
使
っ
て
簡
単
に
作
る
こ
と
が
で
き

る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
ト
ラ
ッ
プ
を
、
春
先
に

設
置
し
て
お
く
こ
と
で
、
被
害
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ト

ラ
ッ
プ
の
作
り
方
は
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
参
照
。

問問 

環
境
衛
生
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
６
９
０

明
る
い
選
挙
啓
発
作
品
の

入
賞
作
品

　

明
る
い
選
挙
啓
発
作
品
（
ポ
ス
タ
ー
、

習
字
、
標
語
）
に
つ
い
て
、
市
内
の
小

学
校
28
校
１
８
６
１
点
、
中
学
校
10
校

１
７
１
点
、
高
等
学
校
１
校
７
点
の
応
募

の
中
か
ら
入
賞
さ
れ
た
２
人
の
作
品
を
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
参
照
）
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
８
７
７

人
権
施
策
推
進
審
議
会
の

委
員
募
集

　
人
権
教
育
・
啓
発
な
ど
人
権
施
策
の
推

進
に
つ
い
て
審
議
す
る
市
人
権
施
策
推
進

審
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
任
期　

６
月
～
令
和
10
年
５
月
（
２
年

間
）

▼
対
象　

平
日
の
日
中
に
開
催
す
る
会
議

募
集
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（
年
２
回
程
度
）
に
出
席
で
き
る
満
18

歳
以
上
の
市
民
（
高
校
生
、
国
お
よ
び

地
方
公
共
団
体
の
議
員
、
常
勤
の
公
務

員
を
除
く
）
２
人

※
多
く
の
意
見
を
市
政
に
反
映
す
る
た

め
、
本
市
の
他
の
審
議
会
等
委
員
を
複

数
兼
務
さ
れ
て
い
る
場
合
、
兼
務
数
の

少
な
い
応
募
者
を
優
先
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

問問
申申

 

５
月
１
日
（
金
・
必
着
）
ま
で
に
、

来
課
、
郵
送
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ

か
で
、所
定
の
応
募
用
紙
に
、〒
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
主
な
活

動
経
験
等
を
記
入
の
上
、「
人
権
を
尊

重
す
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
小
論
文
（
８
０
０
字

以
内
）
を
、
人
権
推
進
課
☎
０
８
３

‐
９
３
４
‐
２
７
６
７
、

jinken@
city.yam

aguchi.lg.jp

※
応
募
用
紙
は
、
人
権
推
進
課
で

配
布
の
ほ
か
、下
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

山
口
市
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登
録
者
募
集

　

本
市
に
て
行
わ
れ
る

ス
ポ
ー
ツ
行
事
な
ど
で
、

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
「
山
口

市
ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
し
て
登

録
し
ま
す
。
登
録
者
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
が
必
要
と
な
る
行
事
等
が
あ
っ
た
場

合
、
随
時
ご
案
内
し
ま
す
。

▼
活
動
内
容　

マ
ラ
ソ
ン
や
駅
伝
の
走
路

員
等
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
イ
ベ
ン
ト
な

ど
の
運
営
補
助

▼
対
象　

高
校
生
を
除
く
18
歳
以
上
で
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
参
加

で
き
る
方

▼
そ
の
他　

活
動
は
原
則
無
償
（
主
催
者

の
判
断
に
よ
り
交
通
費
等
が
支
給
さ
れ

る
場
合
あ
り
）、
保
険
は
行
事
ご
と
に

主
催
者
に
お
い
て
加
入

問問
申申

　

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
、
ス
ポ
ー
ツ
交
流
課
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
９
１
２

市
報
や
ま
ぐ
ち
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画

提
供
事
業
者
募
集

　
市
報
を
通
し
て
、
市
内
事
業
者
等
の
魅

力
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
、
４
月
号
か
ら
「
市

報
や
ま
ぐ
ち
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
」
を
実
施

し
ま
す
。
本
企
画
で
、
月
ご
と
の
市
報
読

者
向
け
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ご
提
供

い
た
だ
け
る
事
業
者
を
募
集
し

ま
す
。
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
参
照
。

▼
対
象　

市
内
に
店
舗
等
を
有
す
る
事
業

者
、
ま
た
は
本
市
と
協
定
書
を
締
結
し

て
い
る
事
業
者

問問
申申

 

右
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
「
市
報
や

ま
ぐ
ち
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
提
供
申
込
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
Ｅ
メ
ー
ル

ま
た
は
郵
送
で
、
広
報
広
聴
課
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
５
３
、

koho@
city.yam

aguchi.lg.jp

市
民
対
象
の

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

　
法
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
困
り
ご
と

に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。
相
談
内
容
は
初
め
て
の
も
の
に
限

り
ま
す
。
相
談
時
間
は
15
分
程
度
で
す
。

相
談
内
容
に
関
す
る
書
類
等
が
あ
れ
ば
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

３
月
25
日
（
水
）
13
時
30
分
～

16
時

▼
場
所　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
中

央
二
丁
目
５
‐
１
）

※
会
場
は
２
階
で
す
。
２
階
へ
の
移
動
が

困
難
な
場
合
は
、
予
約
時
に
お
伝
え
く

だ
さ
い
。

▼
対
象　

市
民
先
着
20
人
（
要
予
約
）

問問
申申

 

３
月
18
日
（
水
）
～
24
日
（
火
）
に
、

市
民
相
談
室
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
８
６

男
性
の
た
め
の
電
話
相
談

　

男
性
は
弱
み
を
見
せ
る
の
が
苦
手
で
、

悩
み
が
あ
っ
て
も
1
人
で
抱
え
込
む
人
が

多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
1
人
で
抱
え

込
ま
ず
に
、
誰
か
に
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

男
性
相
談
員
が
電
話
で
お
悩
み
等
を
お
聞

き
し
ま
す
（
秘
密
厳
守
）。

▼
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
８
３
‐

市民の皆さんが安心して地域での社会貢献活動に参加
できるよう、保険制度を設けています。
■保険の対象となる活動 （次の全てに該当するもの）
・市民 5 人以上で自主的に組織された団体による活動
・自由意志で行われる計画的な社会貢献活動
・無報酬で参加する活動（実費程度の支給は可）
※内容・趣旨により対象とならない場合もあります。
■活動の例

コミュニティ活動団体（自治会等）が行う清掃活動や防
犯パトロールなど

■保険料 ・ 登録は不要
・保険料は、全額市が負担（免責額除く）
・各団体からの事前の申し込みや登録は不要
■事故が起きたら

事故が発生した場合、活動団体の責任者が速やかに協働
推進課または地域交流センターへ事故の内容を連絡して
ください。その後の手続き等をお知らせします。

■保険の種類
他者に損害を与えた場合の「賠償責任保険」と参加者が
負傷・死亡した際の「傷害保険」の 2 種類があります。

■主な補償内容
・賠償責任保険 対物賠償…1 事故につき上限 500 万円（免

責額〈自己負担分〉は、１事故につき 5,000 円）
・傷害保険…入院 1 日につき 3,000 円、通院 1 日につき

2,000 円

ご利用ください

社会貢献活動保険
問問 協働推進課 ☎ 083-934-2966
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

4月6日 ～ 15日日

春 の

全国交通安全運動全国交通安全運動

危険です
ながらスマホで 踏むペダル

※罰則が強化されています

　　

●交通災害共済とは？

山口県内の全町と本市、萩市、下松市、光市、
長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田
市が共同で実施する共済制度で、加入者の皆さ
んが交通事故に遭われた場合、その会費から見
舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

●会費　年額：１人 500 円

●申込受付　随時募集受付中
●申込書設置場所

・山口市役所本庁舎（山口総合支所）
   １階総合窓口前パンフレット置場・2 階生活安全課
・各総合支所地域振興課
・各地域交流センターおよび各分館
・大海総合センター

●申込方法

生活安全課 ☎ 083-934-2986問問

　　 令和８年度

に加入しましょう！に加入しましょう！

家族そろって

交通災害共済
９
３
４
‐
２
６
０
１

▼
日
時　

毎
月
第
２･

第
4
金
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）
の
18
時
～
20
時
（
受
付
は
19

時
30
分
ま
で
）

▼
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
男
性

問問 

人
権
推
進
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
８
４

危
険
物
取
扱
者
試
験

（前
期
）

▼
期
日　

６
月
21
日
（
日
）

▼
場
所　

願
書
受
付
後
本
人
に
通
知

問問
申申

 

４
月
９
日
（
木
）
～
22
日

（
水
）
に
、
書
面
ま
た
は
下
の

二
次
元
コ
ー
ド
で
、
危
険
物
安

全
協
会
（
消
防
本
部
予
防
課
内
）
☎

０
８
３
‐
９
３
２
‐
２
６
０
６

一
般
幹
部
候
補
生
等
募
集

▼
募
集
種
目　

①
一
般
幹
部
候
補
生
、
②

幹
部
候
補
曹

▼
受
付
期
間　

１
回
目
…
４
月
３
日
（
金
）

ま
で
、
２
回
目
…
４
月
22
日
（
水
）
～

６
月
５
日
（
金
）

▼
応
募
資
格　

①
大
卒
程
度
で
22
歳
以
上

26
歳
未
満
の
者
、
ま
た
は
院
卒
者
で
20

歳
以
上
28
歳
未
満
の
者
、
②
20
歳
以
上

33
歳
未
満
の
者

※
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参

照
。

問問
申申

 
自
衛
隊
山
口
募
集
案
内
所
（
中
央

四
丁
目
4
‐
12
）
☎
０
８
３
‐
９
２
５

‐
８
２
３
１

　

た
め
池
保
険
と

た
め
池
届
出
書
の
受
け
付
け

　
た
め
池
保
険
（
管
理
者
補
償
保
険
・
施

設
賠
償
責
任
保
険
）
の
加
入
受
付
を
、
４

月
６
日
（
月
）
か
ら
行
い
ま
す
。
な
お
、

地
震
・
噴
火
・
台
風
・
洪
水
・
津
波
な
ど

の
天
災
に
よ
る
も
の
は
補
償
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

農
業
用
た
め
池
に
関
す
る
届
出
書
（
新
規・

変
更
）
の
提
出
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
た
め
池
管
理
者
の
変
更
等
が
あ
れ
ば
、

届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
申申

 

農
林
整
備
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
２
５

就
活
に
役
立
つ
適
職
診
断

　
職
種
選
び
の
参
考
に
適
職
診
断
を
受
け

て
み
ま
せ
ん
か
（
個
人
情
報
厳
守
）。

▼
日
時　

３
月
12
日
（
木
）、
19
日
（
木
）

10
時
、10
時
30
分
、11
時
、11
時
30
分
（
※

要
予
約
）　

▼
場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
山
口
（
神
田
町

１
‐
75
）

▼
対
象　

49
歳
ま
で
の
就
活
中
の

方問問
申申

 

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た

は
、ほ
う
ふ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
☎
０
８
３
５
‐
２
８
‐
３
８
０
８

職
業
訓
練
制
度
の
ご
案
内

　
仕
事
を
辞
め
た
方
・
転
職
予
定
の
方
の

資
格
取
得
の
た
め
に
、
指
定
の
講
座
が
受

講
で
き
ま
す
。
職
業
訓
練
の
講
座
は
数
多

く
あ
り
、
山
口
県
内
各
地
で
開

講
し
て
い
ま
す
。
現
在
募
集
し

て
い
る
講
座
は
、
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
参
照
。

問問
申申

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
山
口
（
神
田
町
１
‐

75
）
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
０
０
４
３

（
部
門
コ
ー
ド
43
＃
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

事
業
説
明
・
入
会
手
続
会

▼
日
時　

①
４
月
14
日
（
火
）
13
時
30
分
～

15
時
、
②
５
月
12
日
（
火
）
13
時
30
分
～

15
時
（
※
時
間
厳
守
）

▼
場
所　

①
山
口
し
あ
わ
せ
プ
ラ
ザ
（
上

竪
小
路
89
‐
１
）、
小
郡
ふ
れ
あ
い
セ

産
業

申込書に必要事項を記入のうえ、金融機関の窓
口で直接お申し込みください。


